
○写  

高松市告示第４０３号 

 

高松市男木出張所の事務取扱時間を午前９時から午後４時４５分までと定める件（令和

５年高松市告示第２００号）は、令和８年１２月３１日限り廃止します。 

 

令和８年７月８日 

 

高松市長 大 西 秀 人      


